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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
（一）

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
舂
米
字
北
山
二
六
一
六
の
二

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（三）

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
（一）

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
舂
米
字
北
山
二
六
二
六
の
三
、
二
六
二
六
の
四

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
三
年
四
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

韮
崎
昇
仙
峡

韮
崎
市
穂
坂
町
大
字
柳
平
字
中
尾
根

一
六
〇
・
〇
平
成
二
十
三

線

三
七
九
番
の
二
地
先
か
ら

年
四
月
四
日

韮
崎
市
穂
坂
町
大
字
柳
平
字
唐
沢
四

〇
〇
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
九
号

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
指
定
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
二

百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
中
「
財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
」
を
「
一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
二
百
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
中
北
建
設
事
務
所

（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
六
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

四
月
四
日

第
二
千
百
二
十
四
号

月　曜　日



甲
斐
市
玉
川
字
川
除
外
一
五
五
一
番
四

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
三
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ク
レ
イ
ジ
ー
ワ
ー
ク
ス

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
新
関
裕
二

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
都
留
市

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
精
神
的
充
足
・
社
会
的
貢
献
・
経
済
的
満
足
が
同
時
に

達
成
さ
れ
う
る
と
い
う
理
解
を
促
進
し
、
市
民
の
意
識
啓
発
の
た
め
の
社
会
的
教
育
事
業
、
人
材

育
成
事
業
な
ど
各
種
の
事
業
を
行
い
、
既
存
の
生
き
方
で
な
く
、
自
分
な
ら
で
は
の
行
き
方
を
選

ぶ
人
に
あ
ふ
れ
た
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
、
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
三
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
三
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｒ
Ｅ
Ｄ
О
Ｎ
Ｄ
О
　
Ｆ
Ｃ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
齊
木
和
人

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
中
央
二
丁
目
十
一
番
十
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
少
年
に
対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
よ
っ
て
健
康
な
身
体
を

育
む
と
と
も
に
、
協
調
性
や
自
立
性
な
ど
の
社
会
性
を
養
い
、
健
全
で
優
秀
な
人
材
を
育
成
し
、

地
域
社
会
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
三
日
ま
で

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
字
下
河
原
九
九
二
、
九
九
五
、
九
九
六
及
び
九
九
九
の
一
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
上
石
田
四
丁
目
十
六
番
十
号
　
株
式
会
社
米
福
　
代
表
取
締
役
　
五
味
　
礼
治

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
字
才
神
二
九
の
一
、
二
九
の
三
の
一
部
及
び
三
九
の
一
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
昭
和
町
清
水
新
居
二
百
九
十
二
番
地
オ
ー
ク
ラ
タ
ウ
ン
二
階
　
株
式
会
社
檜
家
　
代
表

取
締
役
　
渡
邊
　
光
弥

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

二
七
〇



に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
西
花
輪
字
西
河
原
二
三
五
四
の
五
及
び
水
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
央
市
布
施
二
千
五
十
六
番
地
五
　
エ
ー
デ
ル
ハ
イ
ム
Ａ
二
百
三
　
土
屋
　
琢
巳

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

二
七
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

二
七
二


